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図表 XI－３ 
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IRCJ 産業再生機構

真の企業価値・事業価値の創造＝持続性のある収益力の拡大
● ● ●
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企業価値・事業価値創造への M&A・MBO戦略
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図表 XI－５ 

図表 XI－６ 
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図表 XI－７ 
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図表 XI－８ 事業再生の観点からみた主な課題について（まとめ） 
課題 対応について 

１．私的整理 
・メインバンクとその他金融機関間の負担 
・政府系金融機関の債権放棄問題 
・金融機関の引当金のばらつき 
・倒産前処理の迅速化 
 
 
・私的整理に関するガイドライン(2001 年) 
・事業再生における金融支援の在り方（貸し手
責任問題） 
 

 
・プロラタ、メイン寄せ防止。権利調整迅速化 
・民間のような柔軟さの欠如、制度整備 
・金融検査の厳格化 
・米国 Chapter１１の方法の採用、ＤＩＰファイナ
ンス債権、商取引債権の共益債権優先につい
て 
・中小企業向けには？ 
・金融機関の債権放棄は何回もできるか。再
生計画は（金融機関ではなく）外部専門家に任
せるべき 

２．法的整理 
・使い勝手が悪い 
・少額債権、商取引債権の扱い 
・ルールの法制化 
・裁判所の機能の強化 

 
・米国 Ｃｈａｐｔｅｒ 11 のような倒産法制の整備
・私的整理との連携を 
・ＤＩＰファイナンスの共益債権化等 
・機能するのは東京と大阪程度か。 

３．税関連 
・債権放棄に伴う課税の不透明性 
・認定取得に時間がかかる 
・貸倒れ引当に対する税制上の対応（欠損金
繰越 7年、無税償却要件不透明等） 

 
活性化税制への見直し 

４．ＰＥ／再生プロの未成熟 ・ターンアラウンド・マネジャーによる経営改革
・官民の資格制度の創設 

５．経営者の個人保証（包括根保証） 見直し（やめるべき） 

６．事業再生（と財務リストラ） 
・事業評価の方法の浸透 
・事業リストラと財務リストラ 

 
・ＤＣＦ方式による事業評価中心 
・財務リストラだけでは構造要因に対処できな
い 

７．市場の創設 
・事業再生市場 
・ローン市場・メザニン市場の未成熟 
・人材市場 

整備 
 

８．プロの経営者の育成（と人材市場） 創設・育成 

９．会計制度・監査 改革 

１０．コーポレート・ガバナンス（金融機関、事業
会社） 

改革 

１１．地域再生 ・私的整理ガイドラインの地域・中小向け緩和 
・組織・人材の未成熟 
・地域再生ファンドの課題と期待 
・債権放棄から債権売却へ 

１２．その他の主な課題 
・事業再生は民間が行うべきもの（国の関与は
最小に）、公的機関の後押し等。 
・政府金融機関の役割の明確化（官から民へ）
・リスクに見合ったリターンの確保 
・Ｍ＆Ａ機能の強化・充実 
・第３セクター・病院・学校の債務処理に公的な
力を 
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   図表 XII－１ 

企業結合の形態
(関係法条)

届出・報告制度の概要

株式取得・所有
(法第10条)

(1)単体総資産20億円超かつ総資産合計額100億円超の会社が
(2)単体総資産10億円超の会社の議決権を
(3)10%、25%又は50%を越えて保有することとなる場合は
(4)超えることとなった日から30日以内に報告

役員兼任
(法第13条) -

会社以外の者による
株式取得・所有
(法第14条)

-

合併
(法第15条)
分割
(共同新設分割又は吸収分割)
(法第15条の2)
営業譲受け等
(法第16条)

注1 「総資産合計額」=当時会社の単体総資産+親会社の単体総資産+子会社の単体総資産

注2 親会社、兄弟会社の合併、分割及び営業譲受けは届出の必要がない

⇒ 届出・報告制度の詳細 http://www.jftc.go.jp/ma/index.htm

企業結合規制の対象と届出・報告制度

(1)総資合計額100億円超の会社と
(2)総資産合計額10億円超の会社が合併する場合は、
(3)事前届けが必要
(4)届出受理の日から30日間は当該合併を実施してはならない
※分割、営業譲受けについても同様の基準による届出が必要

企業結合の形態
(関係法条)

届出・報告制度の概要

株式取得・所有
(法第10条)

(1)単体総資産20億円超かつ総資産合計額100億円超の会社が
(2)単体総資産10億円超の会社の議決権を
(3)10%、25%又は50%を越えて保有することとなる場合は
(4)超えることとなった日から30日以内に報告

役員兼任
(法第13条) -

会社以外の者による
株式取得・所有
(法第14条)

-

合併
(法第15条)
分割
(共同新設分割又は吸収分割)
(法第15条の2)
営業譲受け等
(法第16条)

注1 「総資産合計額」=当時会社の単体総資産+親会社の単体総資産+子会社の単体総資産

注2 親会社、兄弟会社の合併、分割及び営業譲受けは届出の必要がない

⇒ 届出・報告制度の詳細 http://www.jftc.go.jp/ma/index.htm

企業結合規制の対象と届出・報告制度

(1)総資合計額100億円超の会社と
(2)総資産合計額10億円超の会社が合併する場合は、
(3)事前届けが必要
(4)届出受理の日から30日間は当該合併を実施してはならない
※分割、営業譲受けについても同様の基準による届出が必要

図表 XII－２ 

企業結合規制の手続 

 

○ 法律に基づく合併等の届出又は株式所有報告を受理後，審査 
 

○ 当事会社から届出等の前に事前相談の申し出を受ける場合あり 

 ⇒ 「企業結合計画に関する事前相談への対応について」：平成１４年１２月公表

 

 

 

 

 
書面審査：３０日 

詳細審査：９０日 

（回答については公表） 

合併等実施 届出事前相談 

待機期間：３０日 
届出受理後追加資料請求をした場合の

公正取引委員会の措置期限： 

追加資料が提出された日から９０日 
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図表 XII－３ 

企業結合審査の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一定の取引分野を画定 

 

○ 画定された一定の取引分野において競争が実質的に制限されることと

なるか２つの観点から判断 ⇒  

 

○ 必要に応じ当事会社の問題解消措置を検討 

・ 単独行動による競争の実質的制限 
・ 協調的行動による競争の実質的制限 

 企業結合審査の基本的な考え方 

 ⇒「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」：平成 16 年 5 月 31 日公表 

図表 XII－４ 

問題解消措置

○ 営業譲渡等

○ その他（輸入又は参入を促進する措置等）
海外メーカーに対する技術支援

例：三井化学（株）及び出光興産（株）のポリオレフィン事業の統合（平成１６年１２月）

製造設備の一部譲渡

例：日本製紙（株）及び大昭和製紙（株）の持株会社の設立による事業統合

（平成１２年１２月）

企業結合審査の過程で明らかとなった競争上の問題を解消するために

講じられる措置

○ 営業譲渡等

○ その他（輸入又は参入を促進する措置等）
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図表 XIII－１ 

企業結合についての会計処理（日本基準）

通常の株式購入によるＭ＆Ａについては、連結財務諸表の中でパーチェス
法を採用するが、合併については持分プーリング法を認めている。

持分プーリングが認められる条件
結合の対価のすべてが原則として議決権付株式
議決権比率が50％：50％の上下概ね5％以内、
議決権以外に支配関係を示す一定の事実がない。

パーチェス法の取得企業の識別の基準
対価が議決権付株式の場合は、議決権比率が大きい企業
それ以外のものが対価の場合には、対価を支出した企業

営業権は、連結段階で、連結調整勘定として記載する。無形資産の分離は
可能ではあるが、あまり想定されていない。

 

図表 XIII－２ 

企業結合についての会計処理 （米国基準）

すべての企業結合はパーチェス法で処理する。

パーチェス法の取得企業の識別の基準

現金などの提供、負債の発生、株式交換の株式発行状況、などを
中心に、議決権、意思決定機関のメンバー構成、株式交換の条件、
規模などを総合的に評価して決定する。

契約・法律権利要件もしくは分離認識可能要件を満たす無形資産を
営業権とは別に認識・評価する。
分離認識可能要件：個々に、もしくは関連する契約ないし資産・負債

との抱き合わせで当該資産を譲渡、ライセンス、
もしくは貸与することが可能であること

契約・法的な権利から発生するもの：放映権・著作権、特許、許認可、ライセンス契約、
商標・商号・デザイン、フランチャイズ契約、
リース契約、サービス・サプライ契約、顧客契約、
非競合契約

分離認識可能なもの： 顧客リスト、顧客との関係、データベース
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図表 XIII－３ 

企業結合についての会計処理（国際財務会計基準）

すべての企業結合は、パーチェス法で処理する。

パーチェス法の取得企業の識別の基準

公正価値の大きさ、現金あるいは資産を引き渡した側、
経営陣を選出する権利、持分証券を発行した企業、などの事実、
環境を考慮して判断する。

無形資産のうち一定の条件を満たすものは、営業権とは区分して計上
する。

分離可能であること： 独立に、または関連する契約や資産・負債
と一体として企業から分離または区分し、
売却、譲渡、ライセンス、賃貸または交換が
できること

契約その他の法的な権利に起因するもの

 

図表 XIII－４ 

参考：IASBとFASBが2005年6月に発表した公開草案

（１） 企業結合（IAS141）について

パーチェス法において、のれんを差額ではなく公正価値で評価するなど、
資産負債の公正価値による測定を徹底する。

仕掛研究開発費を資産化（その後も減損が必要になる。）

（２） 子会社に対する非支配持分の会計及び報告を含む連結財務諸表
（ARB51）について

経済的単一体説をもとに、非支配持分を資本として表示し、非支配持分
の取引を資本取引とする。

少数株主持分を資本の部へ含める

持分を超える赤字は、少数株主持分にも負担させる。
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